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令和６年度施設型給付費・地域型保育給付費にかかる処遇改善等加算ⅡおよびⅢの申請について（依頼） 

 

 

 平素は、本市子ども・子育て支援施策にご協力を賜りありがとうございます。 

令和６年度施設型給付費・地域型保育給付費等にかかる処遇改善等加算ⅡおよびⅢにつきまして、次のとお

り書類の申請手続きをお願いいたします。 

なお、申請にあたってはクラウド環境「キントーン」よりお手続きいただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

ア 処遇改善等加算Ⅱ 

１ 申請書類 

（１）令和６年度 加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等加算Ⅱ） 

（２）処遇改善等加算Ⅱ 加算対象職員数計算表 

※家庭的保育事業所は作成不要 

（３）平均年齢別児童数計算表（本市への提出は不要ですが、内容に齟齬がないかキントーンアプリ 2045

「処遇Ⅱ&Ⅲ（平均児童数計算）」にてご確認ください。） 

 

２ 作成要領 

キントーンアプリ 2042～2044・2049「【申請】処遇改善等加算Ⅱ」上部に記載しております手順に従い、

確認及び申請を行ってください。 

また、申請意思がない場合は、同じくキントーンアプリより「申請しません。」を選択ください。提出 

期限までに申請意思のお示しがない場合は、申請意思はないものとして取り扱いますので、ご留意願いま 

す。 

 

３ 提出期限 

  令和６年 11月 13日（水） 

 

４ 留意事項 

令和６年度より、処遇改善等加算Ⅱにより賃金改善を行う副主任保育士等または職務分野別リーダー等 

については、研修要件を満たしていることが必須となります。研修の修了状況により年度途中から適用可 



能になる場合は、「研修要件を満たす月が４月以外の場合」の項目において、適用可能月を選択してくだ 

さい。※詳細は別紙参照 

   なお、令和６年度の研修要件の申請につきましては、別途、後日に依頼させていただきます。研修 

要件を満たさない場合は、加算不適用となります。 

 

５ 支払い等について 

（１） 令和５年度加算適用施設 

   令和５年度実績をもとに概算払いしておりますので、今回の申請に基づき、令和６年 12月給付費にお    

  いて、精算させていただきます。 

  なお、期日までに申請が確認できない場合は、加算不適用とし、令和６年４月に遡って減算させてい 

ただきますので、ご留意ください。 

（２） 令和６年度新規申請施設 

  今回の申請に基づき、令和６年 12月給付費において、お支払いさせていただきます。 

 

イ 処遇改善等加算Ⅲ 

１ 申請書類 

（１）令和６年度 加算算定対象人数等認定申請書（処遇改善等加算Ⅲ） 

（２）処遇改善等加算Ⅲ 加算対象職員数計算表 

※家庭的保育事業所は作成不要 

（３）平均年齢別児童数計算表（本市への提出は不要ですが、内容に齟齬がないかキントーンアプリ 2045

「処遇Ⅱ&Ⅲ（平均児童数計算）」にてご確認ください。） 

 

２ 作成要領 

   キントーンアプリ 2082～2085「【申請】処遇改善等加算Ⅲ」上部に記載しております手順に従い、確 

認及び申請を行ってください。 

 また、申請意思がない場合は、同じくキントーンアプリより「申請しません。」を選択ください。提出 

期限までに申請意思のお示しがない場合は、申請意思はないものとして取り扱いますので、ご留意願い 

ます。 

 

３ 提出期限 

  令和６年 11月 13日（水） 

 

４ 支払い等について 

  ア 処遇改善等加算Ⅱ ５に同じ 

 

５ 算定方法について 

   算定方法につきましては、各施設ごとの単価×算定対象人数÷各月初日の利用子ども数の金額を各月

初日の利用子どもの単価に加算します。そのため、キントーンアプリでお示ししている加算見込額（月

額）とは異なりますので、ご留意ください。 

 



ウ その他 

今回依頼する「令和６年度施設型給付費・地域型保育給付費にかかる処遇改善等加算ⅡおよびⅢ」の申請

に加えて、別途、次の資料の提出を依頼する予定です。提出時期等については、追ってご連絡いたします。 

（１）令和５年度賃金改善実績報告（処遇改善等加算Ⅰ＆Ⅱ＆Ⅲ） 

（２）令和６年度賃金改善に係る誓約書または計画書（処遇改善等加算Ⅰ＆Ⅱ＆Ⅲ） 

（３）令和６年度キャリアパス要件届出書（処遇改善等加算Ⅱを受ける場合は提出不要）  

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先） 

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課（認可給付ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

担当：幡山・松本（慶）・山西 

ＴＥＬ：06-6208-8281 

ＦＡＸ：06-6202-9050 


